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問

問

問答 答

答 小
田
川
財
産
区
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
補
正
総
額
は
１
５
８

８
万
６
０
０
０
円
増
額
と
な
り
、

歳
入
歳
出
予
算
総
額
は
２
１
９
９

万
８
０
０
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
　

小
田
川
財
産
区
地
域
支
援
事

業
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
。

　
　

地
域
課
題
解
消
の
た
め
に
必

要
な
、
集
会
所
、
ゴ
ミ
集
積
所
、

屯
所
、
街
路
灯
の
整
備
や
修
繕
等

を
支
援
す
る
。

　

当
委
員
会
に
係
る
主
な
歳
出
補

正
は
次
の
と
お
り
で
す
。

財
政
調
整
基
金
積
立
金

　

２
７
０
０
万
４
０
０
０
円

▼
付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
、
承
認
ま

た
は
同
意
し
ま
し
た
。　
　
　
　

総務常任委員会総務常任委員会総務常任委員会総務常任委員会
　

総
務
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ

た
議
案
の
内
容
と
審
査
状
況
に
つ

い
て
報
告
し
ま
す
。

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

　

衆
議
院
総
選
挙
の
執
行
に
係
る

経
費
に
つ
い
て
、
緊
急
に
予
算
措

置
を
必
要
と
し
、
地
方
自
治
法
第

179
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

24
年
度
白
河
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
５
号
）
を
専
決
処
分
し
た

の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
議
会
に
報
告
し
、
承
認
を
得
る

も
の
で
す
。

◆
白
河
市
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

被
災
者
に
対
す
る
市
税
等
の
減
免

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

す
る
条
例

　

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項

の
整
理
を
図
る
た
め
、
改
正
す
る

も
の
で
す
。

◆
督
促
手
数
料
の
廃
止
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

　

市
税
等
に
係
る
督
促
手
数
料
を

廃
止
す
る
た
め
、関
係
条
例
に
つ
い

て
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◆
不
動
産
の
処
分
に
つ
い
て

　

（
仮
称
）
市
民
文
化
会
館
建
設

事
業
用
地
の
代
替
地
に
供
す
る
た

め
、
市
有
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
８

号
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
得
る
も
の
で
す
。

　

当
委
員
会
に
係
る
主
な
歳
出
補

正
は
次
の
と
お
り
で
す
。

財
政
調
整
基
金
積
立
金　

　

２
億
５
０
０
３
万
６
０
０
０
円

コ
ン
ビ
ニ
収
納
事
業

　

52
万
１
０
０
０
円

●
総
務
部
関
係

　
　

財
政
調
整
基
金
の
積
立
目
標

額
は
い
く
ら
な
の
か
。　
　
　
　

　
　

国
や
県
の
指
導
で
は
、
標
準

財
政
規
模
の
一
割
程
度
を
確
保
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

平
成
33
年
度
に
は
普
通
交
付
税
が

20
億
程
度
減
額
と
な
る
見
込
み
で

あ
る
た
め
、
財
政
健
全
化
と
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
を
両
立
さ

せ
な
が
ら
今
後
も
積
み
増
し
を
行

な
っ
て
い
き
た
い
。

　
　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
に
対
応
し
て

い
な
い
納
付
書
に
つ
い
て
は
、
今

後
ど
う
す
る
の
か　
　
　
　
　
　

　
　

保
育
料
、
住
宅
使
用
料
等
、

収
税
課
で
扱
っ
て
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
未
対
応
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
市
で
扱
う
納
付
書
に
つ
い

て
、
全
て
対
応
す
る
よ
う
に
出
来

な
い
か
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

◆
行
政
調
査

　

本
委
員
会
は
、
去
る
11
月
19
日

か
ら
21
日
に
か
け
て
、
次
の
先
進

地
に
委
員
を
派
遣
し
、
行
政
調
査

を
行
な
い
ま
し
た
。

※
兵
庫
県
洲
本
市

・
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
分
権
が
進
み
、
地
方
議
会

の
役
割
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
本
議
会
に
も

議
会
基
本
条
例
の
よ
う
な
議
員
の

規
範
と
な
る
べ
き
も
の
が
必
要
だ

と
感
じ
ま
し
た
。

※
徳
島
県
美
馬
市

・
う
だ
つ
の
町
並
み
を
生
か
し
た

ま
ち
づ
く
り

　

行
政
主
導
で
は
な
く
、
町
内
会

が
ま
と
ま
っ
て
自
分
た
ち
の
町
を

残
そ
う
と
い
う
強
い
結
束
力
を
感

じ
ま
し
た
。

　

同
じ
よ
う
に
歴
史
的
建
物
が
残

る
本
市
に
と
っ
て
、
大
変
参
考
に

な
る
も
の
で
し
た
。

※
香
川
県
三
豊
市

・
財
政
健
全
化
に
つ
い
て

　

公
共
施
設
の
更
新
時
期
や
更
新

費
費
用
、
必
要
な
財
源
等
を
記
載

し
た
公
共
施
設
の
再
配
置
に
関
す

る
方
針
を
策
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

本
市
に
も
こ
の
よ
う
な
方
針
が
必

要
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

【総務常任委員会】
市長公室、総務部、会計課の分掌に属す
る事項。選挙管理委員会及び監査委員の
所管に属する事項。他の常任委員会の所
管に属さない事項。

　　　　大竹功一　飯村　守　須藤博之

藤田久男　◎菅原修一　○十文字博幸　吾妻一郎

　　　　　　　　　　　（◎委員長　○副委員長）

謹 賀 新 年謹 賀 新 年

行政調査（美馬市）

市民文化会館建設事業用地の代替地（白坂地内）

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
７
号
）
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問

問問

答

答答

　

市
民
産
業
常
任
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
議
案
の
内
容
と
審
査
状
況

に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

　

当
委
員
会
に
係
る
主
な
歳
出
補

正
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
市
民
生
活
部
関
係

バ
ス
車
両
購
入
事
業　

　

802
万
４
０
０
０
円

・
需
用
費　
　

25
万
４
０
０
０
円

・
備
品
購
入
費　

777
万
円

　

表
郷
、
東
地
区
の
市
内
循
環
バ

ス
が
老
朽
化
し
て
い
る
た
め
、
そ

の
購
入
に
充
て
る
も
の
で
す
。

除
染
対
策
管
理
費　

　

711
万
９
０
０
０
円

・
役
務
費　
　

711
万
９
０
０
０
円

　
　

市
で
保
有
し
て
い
る
線
量
機

器
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

機
器
は
主
に
文
部
科
学
省
や

県
等
か
ら
貸
与
さ
れ
て
お
り
、
今

回
計
上
し
た
の
は
、
除
染
等
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
る
年
１
回
の
調

整
の
た
め
の
費
用
で
あ
る
。

●
産
業
部
関
係

新
規
就
農
総
合
支
援
事
業

　

337
万
５
０
０
０
円

　

・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金

　
　
　
　
　
　

337
万
５
０
０
０
円

　

新
た
に
就
農
す
る
青
年
農
業
者

を
支
援
す
る
補
助
金
で
、
後
継
者

就
農
等
を
除
い
た
新
た
な
就
農
者

を
対
象
に
創
設
さ
れ
た
事
業
で
す
。

　
　

今
回
計
上
し
た
新
規
就
農
分

の
概
要
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　

　
　

野
菜
２
軒
、
水
稲
及
び
果
樹

そ
れ
ぞ
れ
１
軒
に
就
農
し
た
夫
婦

１
組
と
個
人
３
名
分
で
あ
る
。

農
業
用
施
設
整
備〝
結
〞支
援
事
業

　

455
万
円

　

・
原
材
料
費　
　

455
万
円

　

各
町
内
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、

市
が
原
材
料
を
支
給
し
、
町
内
会

が
自
ら
農
業
施
設
整
備
を
行
う
も

の
で
す
。

観
光
一
般
管
理
費

　

・
需
用
費　

３
万
６
０
０
０
円

　

・
委
託
料　

▲
278
万
円

　
　

観
光
Ｐ
Ｒ
業
務
委
託
料
の
減

額
補
正
に
つ
い
て

　
　

主
に
、
白
河
提
灯
祭
り
の
中

継
場
所
を
屋
外
か
ら
屋
内
に
見
直

し
た
こ
と
に
よ
る
各
種
機
材
等
の

設
置
費
用
等
の
減
額
で
あ
る
。

▼
付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

◆
現
地
調
査

　

去
る
12
月
３
日
、
放
射
能
対
策

特
別
委
員
会
と
合
同
で
個
人
住
宅

除
染
に
係
る
現
地
調
査
を
実
施
い

た
し
ま
し
た
。

調
査
箇
所

大
信
大
屋
地
区
２
カ
所

・
屋
根
除
染
に
係
る
作
業
（
ブ
ラ

シ
洗
浄
、
高
圧
洗
浄
等
）

・
表
土
剥
ぎ
に
係
る
作
業
（
１
〜

５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
表
土
剥
ぎ

取
り
、
客
土
等
）

◆
行
政
調
査

　

本
委
員
会
は
、
去
る
11
月
5
日

か
ら
8
日
に
か
け
て
、
次
の
先
進

地
に
委
員
を
派
遣
し
、
行
政
調
査

を
行
い
ま
し
た
。

※
鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市

・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
に
つ
い
て

　

今
年
７
月
に
民
間
企
業
と
メ
ガ

ソ
ー
ラ
ー
発
電
所
立
地
協
定
を
調

印
し
た
同
市
の
、
自
然
の
恵
み
を

活
か
し
た
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち

づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
は
大
変
参

考
に
な
り
ま
し
た
。

※
熊
本
県
水
俣
市

・
環
境
モ
デ
ル
都
市
に
つ
い
て

　

水
俣
病
に
よ
る
差
別
や
風
評
被

害
を
プ
ラ
ス
の
財
産
に
変
換
し
よ

う
と
、
市
民
協
働
で
環
境
保
全
活

動
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
「
環
境

モ
デ
ル
都
市
」
に
選
定
さ
れ
て
お

り
、
本
市
に
と
っ
て
も
大
変
励
ま

さ
れ
る
も
の
で
し
た
。

※
熊
本
県
宇
土
市

・
防
災
対
策
に
つ
い
て

・
う
と
創
作
お
茶
漬
け
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
つ
い
て

　

地
元
の
豊
富
な
食
材
を
活
か
し
、

手
軽
に
作
れ
、
特
産
品
に
も
活
用

で
き
る
「
お
茶
漬
け
」
は
地
産
地

消
で
名
物
づ
く
り
に
努
力
し
て
お

り
、
街
を
上
げ
て
の
意
気
込
み
を

感
じ
ま
し
た
。

市民産業常任委員会市民産業常任委員会市民産業常任委員会市民産業常任委員会
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

高圧洗浄による屋根の除染作業（大信大屋地内）表土剥ぎによる除染現場（大信大屋地内）

【市民産業常任委員会】
市民生活部、産業部の分掌に属する事項。
農業委員会の所管に属する事項。

  縄田角郎　　深谷政男　　筒井孝充　　石名国光　

　　　高橋光雄　　◎藤田文夫　　○佐久間進

　　　　　　　　　　　（◎委員長　○副委員長）

謹 賀 新 年謹 賀 新 年

行政調査（南さつま市）
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問

問

問問

問 答答

答答

答

教育福祉常任委員会教育福祉常任委員会教育福祉常任委員会教育福祉常任委員会
　

教
育
福
祉
常
任
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
議
案
の
内
容
と
審
査
状
況

に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

◆
白
河
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
の
施
行

に
伴
い
、
介
護
保
険
法
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
国
の
省
令
で
定
め
て

い
た
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
市
の
条

例
に
委
任
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
白
河
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例

　

地
域
主
権
改
革
一
括
法
の
施
行

に
伴
い
、
介
護
保
険
法
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
国
の
省
令
で
定
め
て

い
た
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の

方
法
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、

市
の
条
例
に
委
任
さ
れ
た
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　
　

条
例
に
委
任
さ
れ
た
基
準
の

類
型
に
お
け
る
本
市
独
自
の
基
準

に
つ
い
て

　
　

基
準
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

国
と
県
の
基
準
に
合
わ
せ
て
整
備

を
行
い
ま
し
た
。
本
市
独
自
の
基

準
と
し
て
は
、
非
常
時
に
お
け
る

非
常
用
食
料
等
の
確
保
と
居
室
２

名
を
４
名
と
し
た
と
こ
ろ
な
ど
で

あ
り
ま
す
。

　
　

非
常
食
の
備
蓄
日
数
に
つ
い

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

条
例
で
は
日
数
の
規
定
は
し

て
い
な
い
が
、
災
害
時
に
食
糧
が

供
給
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
３
日
程

度
は
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
災
害
の
規
模
に
よ
り
異

な
る
た
め
努
力
義
務
と
し
て
条
例

に
規
定
し
ま
し
た
。

◆
白
河
第
二
小
学
校
建
設
事
業
校

舎
建
設
（
第
Ⅱ
期
）
建
設
工
事
請

負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

　

白
河
第
二
小
学
校
建
設
事
業
校

舎
建
設
（
第
Ⅱ
期
）
建
築
工
事
請

負
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、

地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
５

号
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を

得
る
も
の
で
す
。

　
　

実
施
計
画
か
ら
建
設
工
事
途

中
に
お
け
る
耐
震
性
の
見
直
し
に

つ
い
て　

　
　

設
計
に
つ
い
て
は
東
日
本
大

震
災
前
の
設
計
で
あ
っ
た
た
め
、

震
災
に
よ
る
他
地
域
の
被
害
状
況

を
基
に
、
同
様
の
構
造
と
な
っ
て

い
た
部
分
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層

の
安
全
性
確
保
の
観
点
か
ら
設
計

の
変
更
を
行
い
ま
し
た
。

◆
白
河
市
東
風
の
台
運
動
公
園
内

体
育
館
（
東
体
育
館
）
災
害
復
旧

工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

　

白
河
市
東
風
の
台
運
動
公
園
内

体
育
館
（
東
体
育
館
）
災
害
復
旧

工
事
請
負
契
約
を
締
結
し
よ
う
と

す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
96
条

第
１
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
得
る
も
の
で
す
。

　
　

災
害
復
旧
工
事
と
耐
震
補
強

工
事
の
関
係
に
つ
い
て　
　
　
　

　
　

東
体
育
館
の
災
害
復
旧
工
事

の
中
で
屋
根
を
軽
量
化
す
る
工
法

を
採
用
し
、
再
度
、
耐
震
性
の
構

造
計
算
を
し
た
と
こ
ろ
、
改
め
て

耐
震
補
強
工
事
を
行
う
必
要
が
な

く
な
り
、
今
回
は
災
害
復
旧
工
事

の
み
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

歳
入
歳
出
補
正
総
額
は
４
５
６

１
万
７
０
０
０
円
増
額
と
な
り
、

歳
入
歳
出
予
算
総
額
は
69
億
８
７

１
４
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
　

国
民
健
康
保
険
税
の
法
定
軽

減
に
お
け
る
一
般
会
計
繰
入
金
に

つ
い
て　

　
　

本
年
度
予
算
を
平
成
23
年
度

の
決
算
見
込
み
で
計
上
し
て
お
り
、

現
段
階
で
は
、
繰
入
金
は
補
正
し

ま
せ
ん
。

　
　
　
　

　

歳
入
歳
出
補
正
総
額
は
１
万
３

０
０
０
円
と
な
り
、
歳
入
歳
出
予

算
総
額
は
47
億
７
２
６
９
万
３
０

０
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

▼
付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
ま
た
は
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

◆
行
政
調
査

　

本
委
員
会
は
、
去
る
11
月
26
日

か
ら
28
日
に
か
け
て
、
次
の
先
進

地
に
委
員
を
派
遣
し
、
行
政
調
査

を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
行
政
視
察
の
テ
ー
マ
で

あ
る
平
和
教
育
に
つ
い
て
、
３
つ

の
市
を
視
察
し
ま
し
た
。

※
広
島
県
江
田
島
市

　

江
田
島
市
の
小
学
校
で
は
、
８

月
６
日
を
登
校
日
と
し
、
８
時
15

分
か
ら
の
黙
祷
、
戦
争
や
平
和
を

題
材
と
し
た
読
み
語
り
や
被
爆
体

験
者
の
話
を
聞
く
な
ど
の
行
事
を

行
っ
て
い
ま
す
。

※
広
島
県
呉
市

　

呉
市
の
大
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で

は
、
歴
史
、
平
和
、
科
学
技
術
及

び
も
の
づ
く
り
の
４
つ
の
視
点
で

学
習
テ
ー
マ
を
設
け
、
幅
広
い
層

の
多
様
な
来
館
目
的
に
対
応
す
る

た
め
の
教
育
プ
ラ
ン
も
提
案
し
て

い
ま
す
。

※
広
島
県
広
島
市

　

広
島
市
で
は
、
平
和
教
育
を
重

要
な
事
業
と
し
て
推
進
し
て
お
り
、

こ
ど
も
ピ
ー
ス
サ
ミ
ッ
ト
や
ひ
ろ

し
ま
平
和
議
会
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
平
和
教
育
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
、
震
災
等
の
被

害
を
も
と
に
平
和
を
作
り
出
し
て

い
く
人
格
を
育
む
「
平
和
教
育
」

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。
ま
た
、
多
く
の
人
々
か
ら

の
支
援
と
努
力
に
よ
る
復
興
の
道

の
り
を
伝
え
て
い
く
こ
と
で
生
き

た
平
和
教
育
と
な
る
と
思
い
ま
す
。

白
河
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
３
号
）

白
河
市
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
２
号
）

【教育福祉常任委員会】
保健福祉部の分掌に属する事項。教育委
員会の所管に属する事項。

　　　戸倉耕一　　深谷　弘　　緑川摂生

　　玉川里子　　◎佐川京子　　○室井伸一

　　　　　　　　　　　（◎委員長　○副委員長）

謹 賀 新 年謹 賀 新 年
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問

問

問

問

問 答

答

答

答

答

　

建
設
水
道
常
任
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
議
案
の
内
容
と
審
査
状
況

に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

◆
白
河
市
道
路
構
造
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例

◆
白
河
市
準
用
河
川
管
理
施
設
等

の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例

◆
白
河
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

◆
白
河
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

◆
白
河
市
都
市
公
園
移
動
等
円
滑

化
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

◆
白
河
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

◆
白
河
市
水
道
布
設
工
事
監
督
者

の
配
置
及
び
資
格
並
び
に
水
道
技

術
管
理
者
の
資
格
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例

　

右
７
議
案
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
も
地
域
主
権
改
革
一
括
法
の
施

行
に
伴
い
、
従
来
国
に
よ
り
一
律

に
定
め
ら
れ
て
き
た
施
設
・
公
物

設
置
管
理
の
基
準
が
市
の
条
例
に

委
任
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
基

準
を
独
自
に
規
定
す
る
た
め
、
新

た
に
条
例
を
制
定
し
、
ま
た
は
既

存
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正

を
す
る
も
の
で
す
。

◆
白
河
市
道
路
標
識
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例

　

前
述
同
様
、
地
域
主
権
改
革
一

括
法
の
施
行
に
伴
い
、
市
道
に
設

置
す
る
案
内
標
識
や
警
戒
標
識
等

の
寸
法
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　
　

警
戒
標
識
板
の
規
格
と
景
観

と
の
調
整
に
つ
い
て

　
　

警
戒
標
識
板
の
規
格
は
、
ド

ラ
イ
バ
ー
等
か
ら
の
視
認
性
を
第

一
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、
景
観
と
の
調
整
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
視
認
性
、
及
び
ド

ラ
イ
バ
ー
や
歩
行
者
等
の
安
全
に

配
慮
し
、
支
障
の
な
い
範
囲
で
検

討
し
ま
す
。

◆
損
害
賠
償
に
つ
い
て

　
　

当
該
事
故
は
、
裁
判
に
よ
り

法
的
判
断
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

　
　

基
本
的
に
、
市
道
の
管
理
瑕

疵
に
伴
う
事
故
は
、
警
察
の
事
故

証
明
の
も
と
、保
険
会
社
が
調
査
・

判
断
を
し
て
示
談
交
渉
に
当
た
り

ま
す
。
当
該
事
故
も
保
険
会
社
が

細
部
に
渡
り
調
査
を
行
い
、
相
手

方
の
同
意
を
得
た
た
め
示
談
で
対

応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
条
件
が
整
わ
な
い

場
合
は
、
裁
判
を
行
う
事
例
も
あ

り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
、
こ
の

よ
う
な
事
故
に
対
し
て
は
、
慎
重

に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

◆
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　

市
道
改
良
拡
幅
事
業
に
伴
い
、

八
竜
神
形
見
坂
線
及
び
八
竜
神
２

号
線
を
新
た
に
市
道
と
し
て
認
定

し
ま
す
。
両
路
線
と
も
市
道
認
定

の
要
件
を
具
備
し
て
い
ま
す
。

　
　

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て

　
　

９
月
定
例
会
で
追
加
補
正
し

た
合
併
処
理
浄
化
槽
６
基
は
、
既

に
設
置
し
ま
し
た
。
今
回
は
さ
ら

に
16
基
分
を
追
加
補
正
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
議
決
後
、
平
成
25
年

３
月
ま
で
に
設
置
を
完
了
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

主
な
内
容
は
、
道
路
維
持
管
理

事
業
の
経
費
や
、
東
日
本
大
震
災

復
興
交
付
金
を
活
用
し
た
震
災
復

興
記
念
公
園
整
備
事
業
及
び
災
害

公
営
住
宅
建
設
事
業
に
係
る
経
費

な
ど
で
す
。

　
　

白
河
市
、
白
河
警
察
署
及
び

学
校
等
で
実
施
し
た
「
緊
急
合
同

点
検
」
に
よ
り
整
備
が
必
要
と
さ

れ
た
箇
所
数
に
つ
い
て

　
　

白
河
市
で
整
備
す
る
箇
所
は

29
カ
所
あ
り
、
そ
の
う
ち
早
急
に

修
繕
を
要
す
る
箇
所
は
13
カ
所
、

緊
急
に
舗
装
補
修
を
要
す
る
箇
所

は
10
カ
所
で
す
。

　
　

災
害
公
営
住
宅
の
建
設
予
定

戸
数
に
つ
い
て

　
　

葉
ノ
木
平
地
区
に
16
戸
の
建

設
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

◆
行
政
調
査

　

本
委
員
会
は
、
去
る
11
月
13
日

か
ら
15
日
に
か
け
て
、
次
の
先
進

地
に
委
員
を
派
遣
し
、
行
政
調
査

を
行
い
ま
し
た
。

※
兵
庫
県
明
石
市

・
中
心
市
街
地
活
性
化
に
つ
い
て

　

今
後
の
少
子
高
齢
化
を
見
据
え
、

様
々
な
都
市
機
能
を
中
心
市
街
地

に
集
積
さ
せ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
が
、

国
の
交
付
金
を
非
常
に
効
率
的
に

利
用
し
て
い
ま
し
た
。

※
兵
庫
県
淡
路
市

・
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
に
つ

い
て

　

市
役
所
周
辺
の
交
通
基
盤
を
整

備
し
、
都
市
機
能
の
充
実
と
地
域

防
災
の
向
上
を
推
進
す
る
た
め
、

市
、
国
及
び
県
が
密
接
に
連
携
し

て
、
大
規
模
事
業
を
実
施
し
て
い

る
こ
と
は
、
今
後
の
参
考
に
な
り

ま
し
た
。

※
徳
島
県
鳴
門
市

・
鳴
門
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
区
域
を
市
内
全
域
と

し
て
い
る
点
は
、
本
市
で
も
検
討

の
余
地
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

建設水道常任委員会建設水道常任委員会建設水道常任委員会建設水道常任委員会

【建設水道常任委員会】
建設部、水道部の分掌に属する事項。

　　　水野谷正則　　穂積栄治　　大花　務

　　北野唯道　　◎柴原隆夫　　○深谷博歩

　　　　　　　　　　　（◎委員長　○副委員長）

謹 賀 新 年謹 賀 新 年

個
別
排
水
処
理
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）


